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東 京 消 防 庁 

 

消 防 庁 予 防 課 

 

 

不適切な消防用設備等点検における注意喚起リーフレットの送付について 

 

 

消防用設備等の点検において、不適切な点検業務が行われている事例が報告

されております。このことから、防火対象物の関係者に対して不適切な点検が行

われている実態を注意喚起し、点検業務が適正に行われるようにすることを目

的に、リーフレットを作成しました。 

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の各市町村（消防

の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知するとともに、

下記により各消防本部への配布をお願いします。 

 

記 

 

１ 配布方法について 

当課から各都道府県消防防災主管課及び東京消防庁に配送します。各都道

府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の消防本部（指定都市消

防本部を含む。）へ配布願います。なお、各消防本部への配布部数については、

各都道府県内の実情に応じて決定してください。 

 

２ その他 

リーフレットの電子データは、消防庁ホームページに掲載しますので、必 

要に応じ、ダウンロードして活用してください。 

（URL：https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/prevention001_19_hutekisetsu_leaflet.pdf） 

 

 

 
消防庁予防課設備係 

 担当：羽田野、田中 

 電話：03-5253-7523 

御中 
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点検の種類と期間

点検実施者

総合点検 1年に1回実施

延べ面積1,000㎡以上の
特定防火対象物。

消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。
又は動力消防ポンプの正常な作動。
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他
主として外観から判別できる事項。
消防用設備等の機能について、外観から又は
簡易な操作により判別できる事項。

特定防火対象物 左記以外
1年に1回 3年に1回

延べ面積1000㎡以上の
非特定防火対象物で、
消防長又は消防署長が指定するもの。

特定一階段等防火対象物。

報　告

消防用設備等
点検報告制度とは

消防用
設備等には
定期点検が
必要です。

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等につい
て、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなら
ない。(消防法第17条の３の３)

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録す
るとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消
防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用
設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の
結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用する
ことにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種
類に応じて実施する点検。

次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は
消防設備点検有資格者に点検させなければならない。

※特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等で
不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法
施行令別表第１の(1)項～(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の
２)項、(16の３)項に掲げる防火対象物)

機器点検 6カ月に1回
実施



適切な消防用設備等点検を実施しましょう！
全階を
点検していなかった

無資格者が
点検をしていた

事実と異なる
報告をしていた

点検期間のルールを
守っていなかった

ご相談はお近くの消防署まで

https://www.fdma.go.jp/

消防用設備等の点検は、適切に行われていますか？
御自身の建物に設置されている消防用設備等の点検について、次の４つの事例を参考にチェックしてください。

地上５階のビル
において、１階・３
階・５階の店舗の
消防用設備等は
点検されていた
が、２階・４階の店
舗は点検されて
いなかった。

点検の対象は「建物に設置されている全ての消防用設
備等」です。各階全ての点検を依頼していたにもかかわ
らず、点検業者が、一部のみの点検で作業終了として
いないか、点検作業の実施状況を確認しましょう。

消防設備士又は消防
設備点検資格者によ
る点検を依頼してい
たにもかかわらず、無
資格者が自動火災報
知設備の点検を実施
していた。

消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、消防機
関に報告する場合は、点検作業が始まる前に、点検に従
事する各作業員（資機材の搬送等の補助的な作業のみを
行う者を除く）が免状を保有しているか確認しましょう。

自動火災報知設備の
感知器が故障してい
ることが確認された
が、点検結果報告書
では、改善していな
いのにもかかわらず
「不備なし」として報
告していた。

点検の結果を、事実通りに記載しなければなりません。
報告書に記載されている内容が「実際の点検結果」と相
違無いかどうか、点検作業の実施状況を確認するとと
もに、報告書の届出前にしっかりと確認しましょう。不備
については、適切に改善しましょう。

機器点検を１年に１回、総合点検を３年に１回
しか実施していなかった。

機器点検は６ヶ月毎に、総合点検は１年毎に実施してく
ださい。また、建物関係者は、法令により点検を行った結
果を「維持台帳」に記録することとなっていますので、点
検を実施したら、その結果を維持台帳に記録しましょう。

具体的な点検要領、報告様式の記載方法等、詳しくはお近くの消防機関にご相談ください。

機器点検
の場合

〇
×

点検
6カ月

点検

点検

6カ月
点検

点検 6カ月 6カ月 点検
実施せず

総合点検
の場合

〇
×

点検
1年

点検

点検

1年
点検

点検 1年 1年 点検
実施せず

1F
2F
3F
4F
5F

〇
×
〇

〇
×

無資格者無資格者
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